
士         金太付要綱 新旧対昭表（案）   

改正後  
改正前  

別表  
別表  

2 基  準  額   3 対象経費  
1区分  2基準額  3 対象経費   4 補助率    1区分  

1一時預かり事業   一時預かり事業に必要  1 一時・特定保育等事業   一時・特定保育等事業  

な経費   
に必要な経費   

太一 光り  保  

（年間延べ利用児童数により区∠ゝされ  
（年間延べ利用児童数により区分され  

るアに定める額とする）  コヒ・  
る次に定める額とする）  

女  日  
円  

1か・‾当たり  
1か所当たり年額  

1350000円  迎巴  

（300人以上900人未満）  対  
対  

（25人以上300人未満）  

2430000円  810000円  

策  （900人以上1500人未満）  策  （300人以上600人未満）  

3510000円  1350000円   
⊂⊃  
N  等  （1500人以上2100人未満）  等  （600人以上900人未満）  

4590000円  1，890000円   

促  （2，100人以上2700人未満）  促  （900人以上1200人未満）  

5670000円  2430，000円   

（2700人以上5300人未満）  進  
進  

（1200人以上1500人未満）  

6750000円  2970，000円   

事  3300人工上3900人未満）  ′事  （1500人以上1，800人未満）  

7830000円（3900人以上）  3510000円  

業  
業  （1800人以上2，100人未満）  

※保育所型における経過措置分  
4050000円   

●●！●・・  

（25人以上300人未満）  
（2100人以上2400人未満）  

（2）地域密着Ⅲ型  
4590000円   

∠    嗣延べlク   エ  メ  
（2400人以上2700人未満）  

㍗に｛めるとする  5130000円（2700人以上）  
1か所当たり年額  

1215000円  
（300人以上900人未満）   
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改正後  改正前  

2，187，000円  （ただし、事業期間が6か月未満  
（900人以上1，500人未満）  の施設にあっては、上記単価のそれ  

ぞれ半額）  

3，159，000円  
（1、500人以上2、100人未満）  

4、131、000円  
（2、100人以上2、700人未満）  

5，103，000円  
（2、700人以上3、300人未満）  

6、075、000円  
（3、300人以上り00人未満）  

7、047、000円（3、900人以上）  

※（1）、（2）ともに、1日当たり4  
時間未満の利用児童については2人  
で1人と算定すること  

（2）特定保育事業  
一時保育促進事業と同じ  

※（1）、（2）ともに、1日当たり4  
時間未満の利用児童については2人  
で1人と算定すること  

（3）在宅子育て家庭一時預かりパイロ  
ヱ上垂選  

1か所当たり年額 9，000，000円  
（ただし、事業期間が6か月末満の  

施設にあっては、4，500，000円）  

（4）地域保育資源活用事業  
（∋休日保育分  

ア基本分  
1か所当たり年額200，000円  

（ただし、事業期間が6か月未満  
の施設にあっては、100、000円）  

・
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改正後  改正前  

イ加算分  
利用児童1人当たり日額  

；辺型＿巴  

②時間外保育分  
ア基本分  

1か所当たり年額400，000円  
（ただし、事業期間が6か月未満  

の施設にあっては、2軋000円）  

イ加算分  
利用児童1人当たり日額  

●●●■■  

③病児・病後児保育分  
ア基本分  

1か所当たり年額400，000円  
（ただし、事業期間が6か月未満  

の施設にあっては、200，000円）  

イ加算分  
利用児童1人当たり日額  

互必担 

く⊃  
■ゝ  

2特定保育事業  特定保育事業に必要な  

（年間延べ利用児童数により区分  墜費   
される次に定める額とする）  

1か所当たり年額  
270．000円  

（25人以上300人未満）  

型辿担＿巴  

（300人以上600人未満）  

1．350，000円  
（600人以上900人未満）  

1、890，000円  
（900人以上1．200人未満）  

2450、000円  
1200人ぶ上1，500人未満）  

2、970、000円  
（1、500人以上1．800人未満）  

ぜ  ヽ   ＿、．■h  一 
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改正後  改正前  

3510000円  
（1800人以上2100人未満）  

4050000円  
2100人∫上2400人未満）  

4590000円  
2400人ジ上2700人未満）  

5150000円（2700人以上）  

※1日当たり4時間未満の利用児童に  
っいては、2人で1人と〝一定すること  

旦休日・夜間保育事業  休日・夜間保育事業に  旦休日・夜間保育事業  休日・夜間保育事業に  

必要な経費  必要な経費  

（1）休日保育事業  （1）休日保育事業  

1認可保女声ノゝ  1基本分（年間延べ利用児童数が  

（年間延べ利用児童数が210人以下）  210人以下）  

■ゝ  1か所当たり年額1176000円  1か所当たり年額 630，000円  
⊂⊃  
LJl  

（ただし、事業期間が6か月末偶の  
施設にあっては、315000円）  

②認可保育所加算分  
②加算分（年間延べ利用児童数が  

（年間延べ利用児童数が210人を超  210人を超える場合、基本  

える場合、基本分に加え、次の単価  分に加え、次の単価を加算）  

を加算）  

1か所当たり年額  1か所当たり年額  

組巴  坦週一巴 

（210人超280人未満）  （210人超280人未満）  

24l，500円  堕旦必軋巴  

（280人以上350人未満）  （280人以上350人未満）  

坐迎 
班里  

（350人以上420人未満）  （350人以上420人未満）  

組巴   441000円  

420人ジ上490人未満）  （420人以上490人未満）  

姐巴  墜辿姐旦  

（490人以上560人未満）  （490人以上560人未満）  



改正後  

岨巴   亘至込些 
（560人以上630人未満）  （560人以上630人未満）  

1、046，500円   型旦必担 
（630人以上700人未満）  （630人以上700人未満）  

1，207，500円   型皇遡狙 
（700人以上770人未満）  （700人以上770人未満）  

1．368、500円   1，071，000円  
（770人以上840人未満）  （770人以上840人未満）  

1、529、500円   1，197、000円  
（840人以上910人未満）  （840人以上910人未満）  

1，690、500円  

（910人以上980人未満）  

1，851、500円  
jゝ  
⊂⊃  

（980人以上1，050人未満）  

の  
2月12、500円（1、050人以上）  

③認可保育所以外基本分  
（年間延べ利用児童数が210人以  
王L  

1か所当たり年額 630，000円  

④認可保育所以外加算分  
（年間延べ利用児童数が210人を超  
える場合、基本分に加え、次の単価  
を加算）  

1か所当たり年額  
遡＿巴  

（210人超2SO人未満）  

ぷ担ユ些旦 

（280人以上350人未満）  

辿 
（350人以上420人未満）   
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改正後  改正前  

旦病児・病後児保育事業  病児・病後児保育事業  旦病児・病後児保育事業  病児・病後児保育事業  

①病児対応型  に必要な経費  ①病児対応型  に必要な経費  

（年間延べ利用児童数により区分さ  ア4人定員  

れる次に定める額とする）  1か所当たり年額8，480，000円  
（ただし、事業期間が6か月未満の施設  

1か所当たり年額  にあっては、4，240、000円）  

2、000．000円  イ2人定員  

50人以上200人未満）  1か所当たり年額6朋0、000円  
（ただし、事業期間が6か月未満の施施  

4、800、000円  にあっては、3，O10，000円）  

（200人以上400人未満）  

7．000、000円  
（400人以上600人未満）  

9．200、000円  
（600人以上800人未満）  

11200．000円  

∈∋  
（800人以上l、000人未満）  

CP  

13、ヱ00、000円  
（l、000人以上1、200人未満）  

15．200、000円  
（l、200人以上1、400人未満）  

17．200．000円  
（1．400人以上1．600人未満）  

19200000円  
（1、600人以上1．800人未満）  

21，200，000円  
（1．800人以上2、000人未満）  

23ヱ00、000円（2、000人以上）  

②病後児対応型  ②病後児対応型  

（年間延べ利用児童数により区分さ  ア4人定員  

れる次に定める額とする）  1か所当たり年額6、790，000円  
（ただし、事業期間が6か月未満の施施  
にあっては、3，390，000円）  

■l＋■ J▼＿  － ヽ   



改正後  改正前  

1か所当たり年額  イ2人定員  

l、750、000円  1か所当たり年額4，630，000円  

（50人以上200人未満）  （ただし、事業期間が6か月未満の  
施施にあっては、2，310，000円）  

4．200，000円  
（200人以上400人未満）  

6、200，000円  
（400人以上600人未満）  

臥200．000円  

（600人以上800人未満）  

10．000、000円  
（800人以上1．000  

11．800、000円  
（1．000人以上l、200人未満）  

13．600、000円  
（1、200人以上1，400人未満）  

15、400，000円  
（1、400人以上1、600人未満）  

17、200，000円  
（1、600人以上1β00人未満）  

19．000、000円  
（1、800人以上2，000人未満）  

20．800，000円（2，000人以上）  

③低所得者減免分加算  
1及び虐）に係るもの）  

ア生活保護法による被保護者世帯  
5，000円×年間延利用人員  

イ市区町村民税非課税世帯  
2．500円×年間延利用人員  

千円未満切り捨て））  



改正前  改正後   

塾体調不良児対応型   
1か所当たり年額 4，410，000円  

（ただし、事業期間が 6か月未満の  
施施にあっては、2ヱ00，000円）   

④経過措置分  
ア 病児対応型  

塾体調不良児対応型   
1か所当たり年額 4，410，000円  

（ただし、事業期間が 6か月未満の  
施施にあっては、2，200，000円）  

a 4人定員（旧A型病児加算）  
1か所当たり年額 6  000，000円  

（ただし、事業期間が6か月未満の  
000円）  施施にあっては、3   

b 2人定員（旧B型病児加算）  
1か所当たり年額 4  

イ 病後児対応型   
a 4人定員（旧A型）  
1か所当たり年額 5  

カ 、月末浦の  （ただし、事業期間が 6   
施施にあっては、2jOO，000円）   

b 2人定員（旧B型）  
1か所当たり年額 3  

事業期間が 6か月未満の  （ただし  

000円）  施施にあっては、1   

ウ 施設型（旧C型）  
1か所当たり年額1  

（ただし、事業期間が6か月未満の  
施施にあっては、500，000円）  
エ 派遣型一時保育  

1か所当たり年額1  000，000円  
（ただし、事業期間が6か月未満の  

000円）   施施にあっては、500  



改正後  改正前  

旦待機児童解消促進等事業  待機児童解消促進等事  旦待機児童解消促進等事業  待機児童解消促進等事  

業に必要な経費  業に必要な経費   

（1）送迎保育ステーション施行事業  （1）送迎保育ステーション施行事業  

①事業費  ①事業費  

1か所当たり年額13386000円  1か所当たり年額131416，000円  

（ただし、事業期間が6か月未満の  （ただし、事業期間が6か月未満の  

施設にあっては、6693000円）  施設にあっては、6，708，000円）  

②賃借料  ②賃借料  

1か所当たり年額 3，000，000円  1か所当たり年額 ㍉000，000円  

（ただし、事業期間が6か月未満の  （ただし、事業期間が6か月末満の  

施設にあっては、1，500，000円）  施設にあっては、1，500，000円）  

（2）家庭的保育事業  （2）家庭的保育事業  

1家庭的保育者経  塾室塵旦埋貴重墓  

児童1当たり月額53、400円  ア家庭的保育者経翼  
児童1人当たり月額54，500円  

イ家庭的保育支援者経費  
家庭的保育支援者1人当たり年額  

4，698，000円  

（ただし、事業期間が6か月未満の場  

合は、2、34乳000円）  

ウ連携保育所経費  
a基本分  

1か所当たり年額600，000円  
b加算分  
基本分に加え家庭的保育者1人  

旦つき次の年額単但を塑鼻  
」些ユ些1旦  

（ただし、事業期間が6か月末偶の場宣  

にあっては、a及びbの単価のそれぞ  
れ半額（千円未満切り捨て））  

②家庭的保育支援者経費  ②家庭的保育者等研修事業  

ア家庭的保育支援者6人以上に  1か所当たり年額 254，000円  

射し配置する場合  
家庭的保育支援者1人当たり年額  

4、651、000円  
（ただし、事業．間が6か月未満の場  

△は、2．315．000円）  
イ家庭的保育支援者3～5人に  

対し配窟する場合  
家庭的保育支援者1人当たり年額  

2315000円   
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改正後  改正前  

（ただし、事業期間が6か月未満の場  

合は、1、157、000円）  

③連携保育所経費  
ヱ 

1か所当たり年額600、000円  
4」狙筆 

基本分に加え家庭的保育者1人  
につき次の年額単価を加算  

迎 
（ただし、事業期間が6か月未満の場合  

にあっては、a及びbの単価のそれぞ  

れ半額（千円未満切り捨て））  

（3）認可化移行促進事業  （3）認可化移行促進事業  
1か所当たり年額2，000，000円  1か所当たり年額2，000，000円  
（ただし、事業期間が6か月未満の  （ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、1，000，000円）  場合は11，000，000円）  

（4）保育所分園推進事業  （4）保育所分園推進事業  
1か所当たり年額 1、200，000円  ①保育所分園  

一  
（ただし、事業期間が6か月未満の  1か所当たり年額 1，200，000円  

N  場合は、600、000円）  （ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、600，000円）  

d  ②一時・特定保育実施施設  

1か所当たり年額 600，000円  
（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、300，000円）  

（5）保育所体験特別事業  （5）保育所体験特別事業  
1事業当たり年額 塑勾塑旦巴  1事業当たり年額 1，000，000円  

（6）認可外保育施設の衛生・安全対策  （6）認可外保育施設の衛生・安全対策  
事業  事業  
1市町村当たり年額塁之迦旦巴  1市町村当たり年額 584，000円  

5 保育環境改善等事業   保育環境改善等事業に   5 保育環境改善等事業   保育環境改善等事業に  
J  必要な経費  

（1）基本改善事業  
1事業当たり  

（1）基本改善事業  
7，000，000円  1事業当たり  7，000，000円  

（2）環境改善事業  （2）環境改善事業  
1事業当たり 1，000，000円   1事業当たり 1，000，000円  
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